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第Ⅰ 趣旨・目的 

   地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２の規定に基づき、公の施設の管理運営

を指定管理者に行わせるに当たり、町は施設の設置者として、業務の履行状況を適正に把握、監

督するとともに、評価を行うこととし、もって施設の適正な管理の確保と利用者サービスの向上

を図り、以後の制度運用の改善に資するものとする。 

 

第２ 施設の管理運営状況の調査・監督等 

   公の施設を所管する課（以下「所管課」という。）は、指定管理者が仕様書等に基づいて業務を

適正に実施しているかどうかを確認するため、定期的に指定管理者から業務の履行状況等の報告

を求めるとともに、点検（以下「モニタリング」という。）を行い、施設状況の把握に努めるもの

とする。 

 

１ モニタリングの検討 

  モニタリングの実施に向けては、事前に施設の特性や規模、利用実態等を踏まえ、モニタリング

の方法、点検項目、判定基準、実施時期及び役割分担等について、指定管理者と十分に協議を行

うこととする。 

 

２ モニタリングの実施方法（参考例） 

（1） 点検項目の設定 

次の項目を参考に、施設の特性、指定管理者の業務範囲等に応じた点検項目を設定する。 

 

【点検項目（例）】 

① 適正な管理運営の確保の状況 

・ 施設の設置目的の達成に関する取組 

・ 開館の実績、利用許可の状況 

・ 建物・設備の保守点検、清掃・警備業務の状況、植栽・樹木等の維持管理の状況 

・ 施設の安全性の状況 

・ ごみ処理等に関する取組 

・ 備品管理の状況 

・ 事故・災害発生時の対応体制の構築 

・ 実施体制の確立（職員の配置、職員のマナー、サービスの水準の確保など） 

・ 個人情報の保護の取組 

・ 広報、PR、情報提供の実施状況 

・ 経費削減の取組 



② 利用者サービスの維持向上の状況 

 ・ 自主事業の実施状況 

 ・ セルフモニタリングの取組 

 ・ 利用者満足度調査の取組 

 ・ 利用者等からの苦情等及び対応 

③ 利用者実績 

 ・ 利用者の状況 

④ 収支の状況 

・ 収支の状況 

 ・ 経理の状況 

 

（2） モニタリングシート作成 

別紙１を参考に、所管課と指定管理者の双方が施設の管理運営状況を点検する際に使用する

「モニタリングシート」を作成する。（別紙１はあくまでも参考例であり、施設の特性等に応じ

て、また指定管理者との協議により、適宜項目を加除する。） 

 

（3） 指定管理者の自己点検（セルフモニタリング） 

指定管理者は、施設の安全管理、サービス提供、個人情報保護その他の遵守すべき事項につい

て、定期的、継続的に自己点検を行い、その結果を踏まえて主体的に業務改善に取り組む 

 

（4） 利用者満足度調査等の実施 

指定管理者は、利用者の満足度や意見、要望を適切に把握し、管理運営に反映させるため、利

用者へのアンケート調査や意見箱の設置、ホームページでの意見募集等を行い、利用者の意見等

の把握を行うこととする。 

    また、第三者にミニターを依頼し、施設管理や事業についての意見を求めることも有効である

こと。 

 

（5） 指定管理者への指導及び助言 

所管課は、指定管理者から定期的に業務や経路等の状況報告を求め、実施において業務の履行

状況調査、点検する。その際、（２）のモニタリングシートを用いて、指定管理者と相互に点検

結果を確認しあい、必要に応じて業務改善に向けた指導や助言を行う。 

また、所管課が直接、利用者の意見を把握して、指定管理者にフィードバッグをすることとす

る。 

 

【利用者の意見等の把握方法（例）】 

 ・利用者団体との意見交換会等の実施 

 ・所管課によるアンケートの実施 

 ・所管課ホームページでの意見募集 

など 



 

（6） 備考 

（5）のモニタリングは、年に１回以上、年度途中に実施することを基本とする。 

とりわけ、次年度の管理業務に係る予算編成する前や協定を締結する前には、それまでの管

理業務の状況を掌握し、改善すべき点があれば指定管理者への指導や助言を行い、次年度の予

算編成や協定締結について対外的な説明責任を果たせるようにする。 

 

第３ 年度終了後の評価の実施と公表 

   所管課は、毎年度終了後に指定管理者から事業報告書の提出を受けた後、施設の管理運営状況

について速やかに評価を実施し、その結果を公表する。 

 

１ 評価の体制 

   評価は、各所管課の責任で実施し、課長等に決裁を受けるものとする。 

   なお、施設の専門性、特殊性等の観点から、適正に評価を行うためには有職者等から意見を聞

くことが望ましいと認められる場合は、評価審査委員会を設置し、その意見をもとに評価を行う

こととする。 

 

２ 評価の枠組 

 ア 評価項目 

   次の項目を参考に、施設の特性、指定管理者の業務範囲等に応じた評価項目を設定する。 

 

【評価項目（例）】 

 〇 適正な管理運営の確保の状況 

  ・ 仕様書及び協定書の内容の遵守の状況（清掃・警備・施設管理・事業運営など） 

  ・ 適切な職員配置 

  ・ 危機管理体制の状況 

  ・ 個人情報保護の状況 

 〇 利用者サービスの維持向上の状況 

  ・ 利用日、利用時間等の状況 

  ・ 利用料金の設定 

  ・ 利用者等からの苦情および対応状況 

  ・利用者の評価 

 〇 利用者の実績 

  ・ 年間利用者数に状況（指定管理者制度導入前との比較など） 

 〇 収支の状況 

  ・ 指定管理代行料（従前の委託費用との比較） 

  ・ 施設使用料収入 

 

 



 

 イ 評価と基準 

   ABCDの４段階により、総合評価を行う。 

    A：仕様書の内容や目標を上回る成果があり、優れた管理運営が行われもの 

    B：概ね仕様書の内容通り成果があり、適正な管理が行われたもの 

    C：仕様書の内容や目標を下回る項目があり、更なる工夫、努力及び改善が必要なもの 

    D：運営管理者が適正に行われたとは認められず、大いに改善を要するもの 

 

３ 評価結果のフィードバッグ 

   評価結果については、指定管理者にフィードバッグを行い、業務の適正な履行とサービスの質

の確保につながるものとする。 

 

４ 評価結果等の公表 

（1） 施設の概要、評価結果等の整理 

各所管課は、施設の概要の収支の状況、指定管理者の業務に対する評価結果等を表形式にまと

め、課長等の決済を受けた後、速やかに総務課にその結果を報告するものとする。 

評価に用いる表には、主に次の項目を記載する。（別紙２参照） 

 ア  基礎的な管理運営の状況等の整理 

  ・ 事業内容、施設内容、職員体制 

  ・ 収支の状況 

  ・年間利用者数の状況、利用者の意見等の反映 

 イ  評価結果の整理 

  ・ ２の（2）を参考に設定した評価項目ごとの状況説明 

  ・ 総合評価結果（A～D）及び結果に対する説明 

  ・ その他 

    各施設の状況に応じて、今後の改善点や特記事項を記載する。 

    特に、他の参考となるような業務改善の取組については、総合評価欄に明記する。 

（2） 評価結果の公表 

総務課は、各所管課から報告された評価結果を取りまとめ、ホームページで公表する。 

 

５ 評価結果等の活用 

     モニタリングや評価を通じて明らかとなった課題については、改善に向けて指定管理者を指

導し、また指定管理者と対応方法協議し、より良い施設管理に向けて必要な改善措置を実施

する。 


